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１．福祉用具購入の取り扱いについて



２．変更内容
 令和８年４月１日から次の３点を変更します。

  ①　福祉用具購入に係る事前承認申請の廃止
 ②  「福祉用具が必要な理由書」
 　　　　➡ 「福祉用具販売計画書」の提出への変更
 ③  福祉用具購入費の受領委任払に関する契約の終了

 ※住宅改修の取り扱いに変更はありません。



２．変更内容
 ①　福祉用具購入に係る事前承認申請の廃止
 【現行】
 　事前承認申請 ➡ 承認 ➡ 購入 ➡ 支給申請

 【変更後】
 　購入 ➡ 支給申請のみ
 　※事前承認申請は不要



２．変更内容

 ②「福祉用具が必要な理由書」
 　➡ 「福祉用具販売計画書」の提出への変更
【現行】承認申請 【変更後】支給申請

〇福祉用具承認申請書
〇福祉用具が必要な理由書
〇福祉用具のパンフレット等

●福祉用具支給申請書
●福祉用具販売計画書
●福祉用具購入サービス提供証明書
　（領収書）
●福祉用具のパンフレット等
●設置後の写真
●その他

【現行】支給申請

●福祉用具支給申請書
●福祉用具購入サービス提供証明
　書（領収書）
●設置後の写真



２．変更内容
 【参考】



２．変更内容

 ③  福祉用具購入費の受領委任払に関する契約の終了
 【現行】
 　大牟田市と事業者が受領委任払契約を締結
 　➡ 契約事業者のみ受領委任払いが利用可能

 【変更後】
 　受領委任払い契約は不要
 　➡「福岡県、福岡市、北九州市又は久留米市のいずれかにより
 　　特定福祉用具販売事業者として指定を受けている者」は受領
 　　委任払い利用可能



３．変更の目的
 ● 変更の目的

 　・　利用者への迅速なサービス提供

 　・　事務負担の軽減

 　・　介護保険制度の標準化対応



４．手続きの注意点①

 ● 生活保護受給者　➡　購入前に保護課への申請が必要

 ● 介護保険料滞納者　➡　支給できない場合がある

 ● 上限（1年間に10万円）超過　➡　超過分は自費となる



４．手続きの注意点②

 ● 特別な機能の付いた用具
 　　➡ 必要性を十分に検討し、福祉用具販売計画に記載
 　　（※必要性が認められるか判断できない場合 ➡ 購入前に大牟
 　　　　田市に確認）

 ● 部品のみ購入、同一種目の購入 ➡ 購入前に大牟田市に確認



５．要綱改正
 今回の変更について、要綱を改正します。
 　　「大牟田市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修の支給に係る受領委任払に関する要綱」

 【現行】
 第4条　（受領委任払契約の締結）
 第5条　（サービス事業者）
 第6条　（利用の承認）福祉用具購入費等

 【改正後】
 第4条　（特定福祉用具購入費受領委任払い対象事業者）
 第5条　（住宅改修費受領委任払い対象事業者）
 第6条　（利用の承認）住宅改修費



６．ＨＰ、申請書、Ｑ＆Ａ

 実際の画面で説明します。


